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人 事 委 員 会 規 則
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月20日

鳥取県人事委員会委員長 上 田 博 久

鳥取県人事委員会規則第23号

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

第１条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号）の一部を次

のように改正する。

別表第13のアを次のように改める。

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日 昇 格 後 の 号 給

に受けていた号給 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １ １ １

10 １ １ １ ２ ２ １ １ １

11 １ １ １ ３ ３ １ １ １

12 １ １ １ ４ ４ １ １ １

13 １ １ １ ５ ５ １ １ １

14 １ １ １ ６ ６ ２ ２ １

15 １ １ １ ７ ７ ３ ３ １

16 １ １ １ ８ ８ ４ ４ １

17 １ １ １ ９ ９ ５ ５ １

18 １ ２ ２ 10 10 ６ ６ ２

19 １ ３ ３ 11 11 ７ ７ ３

20 １ ４ ４ 12 12 ８ ８ ４

21 １ ５ ５ 13 13 ９ ９ ５

22 １ ６ ６ 14 14 10 10 ６

23 １ ７ ７ 15 15 11 11 ７

24 １ ８ ８ 16 16 12 12 ８

25 １ ９ ９ 17 17 13 13 ９

26 １ 10 10 18 18 14 14 10

27 １ 11 11 19 19 15 15 11

28 １ 12 12 20 20 16 16 12

29 １ 13 13 21 21 17 17 13

30 １ 14 14 22 22 18 18 13

31 １ 15 15 23 23 19 19 13

32 １ 16 16 24 24 20 20 13

33 １ 17 17 25 25 21 21 13

34 ２ 18 18 26 26 21 22 14

35 ３ 19 19 27 27 22 23 14

36 ４ 20 20 28 28 22 24 14

37 ５ 21 21 29 29 23 25 14

38 ６ 22 22 30 30 23 25 14

39 ７ 23 23 31 31 24 26 15

40 ８ 24 24 32 32 24 26 15

41 ９ 25 25 33 33 25 27 15

42 10 26 26 34 34 25 27

平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

43 11 27 27 35 35 26 28

44 12 28 28 36 36 26 28

45 13 29 29 37 37 27 28

46 14 30 30 38 38 27 28

47 15 31 31 39 39 28 28

48 16 32 32 40 40 28 29

49 17 33 33 41 41 29 29

50 18 34 34 42 41 29 29

51 19 35 35 43 42 29 29

52 20 36 36 44 42 29 29

53 21 37 37 45 43 30 30

54 22 38 38 46 43 30

55 23 39 39 47 44 30

56 24 40 40 48 44 30

57 25 41 41 49 45 31

58 25 41 42 50 45 31

59 26 42 43 51 46 31

60 26 42 44 52 46 31

61 27 43 45 53 47 31

62 27 43 45 54 47 31

63 28 44 45 55 48 31

64 28 44 46 56 48 31

65 29 45 46 57 49 31

66 29 45 46 58 49 31

67 30 46 47 59 50 31

68 30 46 47 60 50 32

69 31 47 47 61 50 32

70 31 47 48 62 50 32

71 32 48 48 63 50 32

72 32 48 48 64 50 32

73 33 49 49 65 50 32

74 33 49 49 66 50 32

75 34 49 49 67 50 32

76 34 49 50 68 50 32

77 35 50 50 68 51 32

78 35 50 50 68 51 32

79 36 50 51 68 51 32

80 36 50 51 68 51 32

81 37 51 51 69 51 33

82 37 51 52 69 51

83 38 51 52 69 51

84 38 51 52 69 51

85 39 52 53 69 51

86 39 52 53 70 51

87 40 52 53 70 51

88 40 52 53 70 51

89 41 53 54 71 52

90 41 53 54 72 52

91 42 53 54 73 52

92 42 53 54 74 52

93 43 53 55 75 53

94 54 55

95 54 55

96 54 55

97 54 55

98 54 56

99 55 56

100 55 56

101 55 56

102 55 56
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

103 55 57

104 56 57

105 56 57

106 56 57

107 56 57

108 56 58

109 56 58

110 57 58

111 57 58

112 57 58

113 57 59

114 57 59

115 57 59

116 58 59

117 58 59

118 58

119 58

120 58

121 58

122 59

123 59

124 59

125 59

別表第13のエ及びオを次のように改める。

エ 教育職給料表(２)昇格時号給対応表

昇格した日の前日 昇 格 後 の 号 給

に受けていた号給 ２ 級 特２級 ３ 級 ４ 級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ １ １ １

７ １ １ １ １

８ １ １ １ １

９ １ １ １ １

10 ２ １ １ １

11 ３ １ １ １

12 ４ １ １ １

13 ５ １ １ １

14 ６ １ １ １

15 ７ １ １ １

16 ８ １ １ １

17 ９ １ １ １

18 10 １ １ １

19 11 １ １ １

20 12 １ １ １

21 13 １ １ １

22 14 １ １ １

23 15 １ １ １

24 16 １ １ １

25 17 １ １ １

26 18 １ １ １

27 19 １ １ １

28 20 １ １ １

29 21 １ １ １

30 22 １ １ １

31 23 １ １ １

32 24 １ １ １
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

33 25 １ １ １

34 26 １ １ １

35 27 １ １ １

36 28 １ １ １

37 29 １ １ １

38 30 １ １ １

39 31 １ １ １

40 32 １ １ １

41 33 ２ １ １

42 34 ３ １ １

43 35 ４ １ １

44 36 ５ １ １

45 37 ６ １ １

46 38 ７ １ １

47 39 ８ １ １

48 40 ９ １ １

49 41 10 １ １

50 41 11 ２ １

51 42 12 ３ １

52 42 13 ４ １

53 43 14 ５ １

54 43 15 ６ １

55 44 16 ７ １

56 44 17 ８ １

57 45 18 ９ １

58 45 19 10 ２

59 46 20 11 ３

60 46 21 12 ４

61 47 22 13 ５

62 47 23 14 ６

63 48 24 15 ７

64 48 25 16 ８

65 49 26 17 ９

66 49 27 18 10

67 50 28 19 11

68 50 29 20 12

69 51 30 21 13

70 51 31 22 14

71 52 32 23 15

72 52 33 24 16

73 53 34 25 17

74 53 35 26 18

75 54 36 27 19

76 54 37 28 20

77 55 38 29 20

78 55 38 30 20

79 56 39 31 20

80 56 40 32 20

81 57 41 33 21

82 58 42 34 21

83 59 43 35 21

84 60 44 36 21

85 61 45 37 21

86 61 46 38 22

87 61 47 39 22

88 62 48 40 22

89 62 49 41 22

90 62 49 42 22

91 63 50 43 23

92 63 51 44 23
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

93 63 52 45 23

94 64 53 46 23

95 64 54 47 23

96 64 55 48 23

97 65 55 49 24

98 65 56 50 24

99 65 57 51 24

100 65 58 52 24

101 65 58 53 25

102 65 59 54 25

103 66 59 55 26

104 66 60 56 26

105 66 61 57 27

106 66 61 58

107 66 62 59

108 66 63 60

109 67 64 61

110 67 65 61

111 67 66 62

112 67 67 62

113 67 68 63

114 67 68 63

115 68 69 64

116 68 70 64

117 68 70 65

118 68 71 66

119 68 72 67

120 68 72 68

121 69 73 69

122 69 74 69

123 70 74 70

124 70 75 70

125 71 76 71

126 76 71

127 77 72

128 77 72

129 78 73

130 79 73

131 79 74

132 80 74

133 80 74

134 80 74

135 81 74

136 81 74

137 81 74

138 81 74

139 82 74

140 82 74

141 83 74

142 83 74

143 83 74

144 84 74

145 84 74

146 84 74

147 85 75

148 85 75

149 85 75

備考 この表の昇格後の号給の３級欄に定める号給は、職務の級２級から３級へ昇格させた場合の号給で

あり、職務の級特２級から３級へ昇格させた場合の号給は、人事委員会が別に定める。
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

オ 研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日 昇 格 後 の 号 給

に受けていた号給 ２級 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ １ １ １

７ １ １ １ １

８ １ １ １ １

９ １ １ １ １

10 １ １ １ １

11 １ １ １ １

12 １ １ １ １

13 １ １ １ １

14 １ １ １ １

15 １ １ １ １

16 １ １ １ １

17 １ １ １ １

18 １ １ ２ １

19 １ １ ３ １

20 １ １ ４ １

21 １ １ ５ １

22 １ １ ６ ２

23 １ １ ７ ３

24 １ １ ８ ４

25 １ １ ９ ５

26 ２ １ 10 ６

27 ３ １ 11 ７

28 ４ １ 12 ８

29 ５ １ 13 ９

30 ６ １ 14 10

31 ７ １ 15 11

32 ８ １ 16 12

33 ９ １ 17 13

34 10 ２ 18 14

35 11 ３ 19 15

36 12 ４ 20 16

37 13 ５ 21 17

38 14 ６ 22 17

39 15 ７ 23 18

40 16 ８ 24 18

41 17 ９ 25 19

42 18 10 26 19

43 19 11 27 20

44 20 12 28 20

45 21 13 29 21

46 21 14 30 21

47 22 15 31 22

48 22 16 32 22

49 23 17 33 23

50 23 18 34 23

51 24 19 35 24

52 24 20 36 24

53 25 21 37 25

54 26 22 38 25

55 27 23 39 26

56 28 24 40 26
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

57 29 25 40 26

58 29 26 41 26

59 29 27 41 27

60 30 28 41 27

61 30 29 42 27

62 30 30 42 28

63 31 31 42 28

64 31 32 43 28

65 31 33 43 29

66 32 34 43 29

67 32 35 44 29

68 32 35 44 30

69 33 35 44 30

70 33 36 45 30

71 34 36 45 31

72 34 36 46 31

73 35 37 46 31

74 35 37 46 31

75 36 37 46 31

76 36 37 46 31

77 37 38 46 32

78 38 38 46 32

79 39 38 46 32

80 40 38 47 32

81 41 39 47 33

82 41 39 47

83 42 39 48

84 42 39 48

85 43 40 48

86 43 40 49

87 44 40 49

88 44 40 50

89 45 41 50

90 46 41 51

91 47 41 51

92 48 42 52

93 49 42 52

94 50 42 53

95 50 43 53

96 51 43 53

97 51 43 53

98 52 44 54

99 52 44 54

100 53 44 54

101 53 45 54

102 53 45

103 53 45

104 54 45

105 54 45

106 54 45

107 54 45

108 54 45

109 54 45

110 55 45

111 55 45

112 55 46

113 55 46

114 55 46

115 55 46

116 56 46
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

117 56 46

118 56 46

119 56 46

120 56 46

121 56 46

122 57

123 57

124 57

125 57

126 57

127 57

128 57

129 57

130 57

131 57

132 57

133 57

134 57

135 58

136 58

137 58

138 58

139 58

140 58

141 58

142 58

143 58

144 58

145 58

146 58

147 59

148 59

149 59

150 59

151 59

152 59

別表第13のク及びケを次のように改める。

ク 医療職給料表(３)昇格時号給対応表

昇格した日の前日 昇 格 後 の 号 給

に受けていた号給 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １

10 １ １ １ １ １ １

11 １ １ １ １ １ １

12 １ １ １ １ １ １

13 １ １ １ １ １ １

14 １ １ ２ １ １ １

15 １ １ ３ １ １ １

16 １ １ ４ １ １ １

17 １ １ ５ １ １ １

18 ２ １ ６ ２ １ ２

19 ３ １ ７ ３ １ ３
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

20 ４ １ ８ ４ １ ４

21 ５ １ ９ ５ １ ５

22 ６ １ 10 ６ ２ ６

23 ７ １ 11 ７ ３ ７

24 ８ １ 12 ８ ４ ８

25 ９ １ 13 ９ ５ ９

26 10 ２ 14 10 ６ 10

27 11 ３ 15 11 ７ 11

28 12 ４ 16 12 ８ 12

29 13 ５ 17 13 ９ 13

30 14 ６ 18 14 10 14

31 15 ７ 19 15 11 15

32 16 ８ 20 16 12 16

33 17 ９ 21 17 13 17

34 18 10 22 18 14 18

35 19 11 23 19 15 19

36 20 12 24 20 16 20

37 21 13 25 21 17 21

38 22 14 26 22 18 22

39 23 15 27 23 19 23

40 24 16 28 24 20 24

41 25 17 29 25 21 25

42 26 18 30 26 22 26

43 27 19 31 27 23 27

44 28 20 32 28 24 28

45 29 21 33 29 25 29

46 30 22 34 30 26 30

47 31 23 35 31 27 31

48 32 24 36 32 28 32

49 33 25 37 33 29 33

50 34 26 38 34 29 34

51 35 27 39 35 30 35

52 36 28 40 36 30 36

53 37 29 41 37 31 36

54 38 30 42 38 31 36

55 39 31 43 39 32 36

56 40 32 44 40 32 36

57 41 33 45 41 33 37

58 42 34 46 42 33 37

59 43 35 47 43 34 37

60 44 36 48 44 34 37

61 45 37 49 45 35 37

62 46 38 50 46 35 38

63 47 39 51 47 36 38

64 48 40 52 48 36 38

65 49 41 53 49 37 38

66 50 42 54 50 37 38

67 51 43 55 51 38 39

68 52 44 56 52 38 39

69 53 45 57 53 39 39

70 54 46 58 53 39

71 55 47 59 54 40

72 56 48 60 54 40

73 57 49 61 55 41

74 58 50 62 55 41

75 59 51 63 56 41

76 60 52 64 56 41

77 61 53 65 57 41

78 62 54 66 58 41

79 63 55 67 59 42
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

80 64 56 68 60 42

81 65 57 69 61 42

82 65 58 70 61 42

83 66 59 71 62 42

84 66 60 72 62 42

85 67 61 73 63 43

86 67 62 74 63 43

87 68 63 75 64 43

88 68 64 76 64 43

89 69 65 77 65 43

90 70 66 78 65 43

91 71 67 79 66 44

92 72 68 80 66 44

93 73 69 81 67 44

94 73 70 82 67

95 74 71 83 68

96 74 72 84 68

97 75 73 85 68

98 75 74 85 68

99 76 75 86 69

100 76 76 86 69

101 77 77 87 69

102 78 78 87 69

103 79 79 88 70

104 80 80 88 70

105 81 81 89 70

106 81 81 90 70

107 81 81 91 71

108 81 82 92 71

109 81 82 92 71

110 82 82 92 71

111 82 83 93 72

112 82 83 93 72

113 82 83 93 73

114 82 84 94

115 83 84 94

116 83 84 94

117 83 85 95

118 83 85 95

119 83 85 95

120 84 85 96

121 84 86 96

122 84 86 96

123 84 86 97

124 84 86 97

125 85 87 97

126 85 87 98

127 85 87 99

128 86 87 100

129 86 88 101

130 86 88

131 87 88

132 87 88

133 87 89

134 88 89

135 88 89

136 88 90

137 89 90

138 89 90

139 89 90
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

140 89 90

141 90 91

142 90 91

143 90 91

144 90 91

145 91 91

146 91 92

147 91 92

148 91 92

149 92 92

150 92 92

151 92 93

152 92 93

153 93 93

154 93 94

155 93 94

156 93 95

157 94 95

ケ 海事職給料表昇格時号給対応表

昇 格 後 の 号 給昇格した日の前日

に受けていた号給 ２級 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ １ １ １

７ １ １ １ １

８ １ １ １ １

９ １ １ １ １

10 １ １ １ １

11 １ １ １ １

12 １ １ １ １

13 １ １ １ １

14 １ １ １ ２

15 １ １ １ ３

16 １ １ １ ４

17 １ １ １ ５

18 １ １ ２ ６

19 １ １ ３ ７

20 １ １ ４ ８

21 １ １ ５ ９

22 １ ２ ６ 10

23 １ ３ ７ 11

24 １ ４ ８ 12

25 １ ５ ９ 13

26 １ ６ 10 14

27 １ ７ 11 15

28 １ ８ 12 16

29 １ ９ 13 17

30 １ 10 14 18

31 １ 11 15 19

32 １ 12 16 20

33 １ 13 17 21

34 １ 14 18 22

35 １ 15 19 23

36 １ 16 20 24

37 １ 17 21 25

38 ２ 18 21 26
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

39 ３ 19 22 27

40 ４ 20 22 28

41 ５ 21 23 29

42 ６ 22 23 30

43 ７ 23 24 31

44 ８ 24 24 32

45 ９ 25 25 33

46 10 25 25 34

47 11 26 26 35

48 12 26 26 36

49 13 27 27 37

50 14 27 27 37

51 15 28 28 37

52 16 28 28 38

53 17 29 29 38

54 18 30 30 38

55 19 31 31 39

56 20 32 32 39

57 21 33 33 39

58 22 33 33 40

59 23 34 33 40

60 24 34 34 40

61 25 35 34 41

62 25 35 34 41

63 26 36 35 42

64 26 36 35 42

65 27 37 35 43

66 27 38 36 43

67 28 39 36 44

68 28 40 36 44

69 29 41 37 45

70 30 41 37 45

71 31 41 37 46

72 32 42 37 46

73 33 42 37 46

74 34 42 38 46

75 35 43 38 46

76 36 43 38 47

77 37 43 38 47

78 38 44 38 47

79 39 44 39 47

80 40 44 39 47

81 41 45 39 48

82 42 45 39 48

83 43 45 39 48

84 44 45 40 48

85 45 45 40 48

86 45 46 40 49

87 46 46 40 49

88 46 46 40 49

89 47 46 40 49

90 47 46 41

91 48 47 41

92 48 47 41

93 49 47 41

94 50 47 41

95 51 47 41

96 52 48 42

97 53 48 42

98 53 48 42
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平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号

99 54 48 43

100 54 48 43

101 55 48 43

102 55 48

103 56 48

104 56 48

105 57 48

106 57 48

107 58 48

108 58 48

109 59 49

110 59 49

111 60 50

112 60 50

113 61 51

114 61

115 61

116 62

117 62

118 62

119 63

120 63

121 63

122 64

123 64

124 64

125 65

126 65

127 66

128 66

129 67

第２条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。

改 正 後 改 正 前

別表第16（第17条関係） 別表第16（第17条関係）

休職期間等調整換算表 休職期間等調整換算表

休職等の期間 換算率 休職等の期間 換算率

公務上の負傷若しくは疾病又 公務上の負傷若しくは疾病又

は通勤による負傷若しくは疾病 は通勤による負傷若しくは疾病

による休職及び職員の休職の事 による休職及び職員の休職の事

由を定める条例(昭和56年鳥取 由を定める条例(昭和56年鳥取

県条例第７号。以下「休職事由 県条例第７号。以下「休職事由

条例」という。)第２条各号の 条例」という。)第２条各号の

規定に該当する休職(人事委員 規定に該当する休職(人事委員

会の定めるものに限る。)、外 会の定めるものに限る。)、外

国派遣職員又は公益的法人等派 国派遣職員又は公益的法人等派

遣職員の派遣、大学院修学休業 ３分の３以内 遣職員の派遣、大学院修学休業 ３分の３以内

並びに職員の勤務時間、休暇等 並びに職員の勤務時間、休暇等

に関する規則(平成６年鳥取県 に関する規則(平成６年鳥取県

人事委員会規則第15号。以下 人事委員会規則第15号。以下
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「勤務時間規則」という。)第 「勤務時間規則」という。)第

15条の表第１号及び県費負担教 15条の表第１号及び県費負担教

職員勤務時間規則第14条の表第 職員勤務時間規則第14条の表第

１号に規定する場合に該当する １号に規定する場合に該当する

ものとして承認された休暇の期 ものとして承認された休暇の期

間 間

勤務時間条例第17条第１項第

１号及び県費負担教職員勤務時

間条例第15条第１項第１号に規

定する休暇の期間

給与条例第12条の２第２号及 給与条例第12条の２第２号及

び第３号に規定する休職、勤務 び第３号に規定する休職、勤務

時間規則第15条の表第２号及び 時間規則第15条の表第２号及び

県費負担教職員勤務時間規則第 県費負担教職員勤務時間規則第

14条の表第２号に規定する場合 14条の表第２号に規定する場合

に該当するものとして承認され に該当するものとして承認され

た休暇、職務専念特例規則第２ た休暇、職務専念特例規則第２

条の表第７号の場合における義 ２分の１以内 条の表第７号の場合における義 ２分の１以内

務免除及び県費負担教職員勤務 務免除及び県費負担教職員勤務

時間規則第15条の表第28号に規 時間規則第15条の表第28号に規

定する場合に該当するものとし 定する場合に該当するものとし

て承認された休暇並びに勤務時 て承認された休暇並びに無給休

間条例第17条第１項第２号及び 暇の期間

県費負担教職員勤務時間条例第

15条第１項第２号に規定する休

暇の期間

略 略 略 略

附 則

（施行期日等）

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成29年１月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「改正後の規則」とい

う。）の規定は、平成28年４月１日から適用する。

（経過措置）

３ 平成28年４月１日からこの規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において、新たに給

料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける

号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第１条の規定による改正前の職員の初任

給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「改正前の規則」という。）の規定による号給に達しない職員

の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定

による号給とするものとする。

４ 施行日から平成29年３月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又

は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員（個別に人事委員会の承

認を得て号給を決定することとされている職員を除く。）のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上

必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることが

できる。
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５ 第２条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第16の規定は、平成29年

１月１日以後の休暇の期間について適用し、同日前の休暇の期間については、なお従前の例による。
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管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月20日

鳥取県人事委員会委員長 上 田 博 久

鳥取県人事委員会規則第24号

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

管理職手当に関する規則（昭和33年鳥取県人事委員会規則第22号）の一部を次のように改正する。

別表第２を次のように改める。

別表第２（第３条関係）

管理職手当月額

職務 特定職を占める職員以外の職員 特定職を占める職員
給料表 区分

再任用職員 再任用職員
の級 再任用職員以外の 再任用職員以外の

職員 職員

行政職 ９級 １種 130,000円 112,700円 114,500円 99,200円

給料表 ８級 １種 116,300円 99,600円 103,200円 87,600円

２種 93,800円 79,600円 84,400円 71,700円

７級 ２種 88,300円 72,800円 79,500円 65,500円

３種 70,700円 58,200円 66,400円 51,300円

４種 61,900円 50,900円 53,000円 43,700円

６級 ３種 66,400円 51,300円 58,100円 44,900円

４種 58,100円 44,900円 49,800円 38,400円

５種 49,800円 38,400円 41,500円 32,000円

公安職 ９級 ２種 95,500円 83,600円 95,500円 83,600円

給料表 ８級 ２種 90,700円 77,100円 90,700円 77,100円

３種 72,600円 61,700円 72,600円 61,700円

７級 ３種 71,400円 55,900円 71,400円 55,900円

４種 62,500円 48,900円 62,500円 48,900円

教育職 ４級 ３種 72,700円 67,900円 72,700円 67,900円

給料表 ４種 63,600円 59,400円 63,600円 59,400円

(１) ５種 54,500円 50,900円 54,500円 50,900円

３級 ３種 70,500円 55,200円 70,500円 55,200円

４種 61,600円 48,300円 61,600円 48,300円

特４種 53,700円 43,900円 53,700円 43,900円

５種 52,800円 41,400円 52,800円 41,400円

６種 51,900円 40,500円 51,900円 40,500円

７種 44,000円 34,500円 44,000円 34,500円

特２級 ８種 35,100円 24,700円 35,100円 24,700円

２級 ８種 33,600円 22,400円 33,600円 22,400円

教育職 ４級 ３種 70,000円 66,200円 70,000円 66,200円

給料表 ４種 61,300円 57,900円 61,300円 57,900円

(２) ５種 52,500円 49,700円 52,500円 49,700円

３級 ３種 68,300円 54,100円 68,300円 54,100円

４種 59,800円 47,300円 59,800円 47,300円

特４種 51,900円 43,000円 51,900円 43,000円

５種 51,200円 40,600円 51,200円 40,600円
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６種 50,300円 39,700円 50,300円 39,700円

７種 42,700円 33,800円 42,700円 33,800円

研究職 ５級 １種 129,000円 98,100円 113,600円 86,300円

給料表 ２種 103,200円 78,500円 92,900円 70,700円

４級 ２種 89,400円 66,500円 80,400円 59,800円

３種 71,600円 53,200円 62,600円 46,500円

４種 62,600円 46,500円 53,600円 39,800円

医療職 ４級 １種 137,700円 115,900円 137,700円 115,900円

給料表 ２種 110,100円 92,700円 110,100円 92,700円

(１) ３種 88,100円 74,200円 88,100円 74,200円

３級 ２種 102,800円 78,100円 102,800円 78,100円

３種 82,200円 62,500円 82,200円 62,500円

医療職 ７級 ２種 87,400円 74,500円 78,600円 67,100円

給料表 ３種 70,000円 59,600円 66,400円 52,600円

(２) ６級 ３種 66,400円 52,600円 58,100円 46,000円

４種 58,100円 46,000円 49,800円 39,400円

医療職 ７級 ２種 88,100円 75,600円 79,300円 68,200円

給料表 ３種 70,600円 60,600円 61,700円 53,000円

（３） ６級 ３種 69,200円 53,100円 60,600円 46,500円

４種 60,600円 46,500円 51,900円 39,800円

５種 51,900円 39,800円 43,200円 33,200円

５級 ５種 47,300円 35,200円 39,400円 29,400円

海事職 ５級 ４種 64,800円 49,800円 64,800円 49,800円

給料表

備考

１ この表において「特定職」とは、次に掲げる職をいう。

(１) 知事の事務部局の本庁のうち東京本部、関西本部、名古屋代表部、行財政改革局職員人材開発セ

ンター、衛生環境研究所、砂丘事務所、くらしの安心局消費生活センター、山陰海岸ジオパーク海と

大地の自然館及び農業大学校の職

(２) 知事の事務部局の本庁の職のうち東部振興監、中部地震復興本部事務局長、文化振興監、スポー

ツ振興監、理事監、参事監、通商物流戦略監、税務専門員、主任教授及び検査専門員

(３) 知事の事務部局の地方機関の職

(４) 教育委員会事務局の本庁のうちいじめ不登校総合対策センターの職

(５) 教育委員会事務局の本庁の職のうち参事監

(６) 教育委員会事務局の地方機関の職

(７) 教育機関の職のうち教育センターの副所長及び課長、図書館の副館長、博物館の副館長及び課

長、大山青年の家、船上山少年自然の家及びむきばんだ史跡公園の所長、埋蔵文化財センターの発掘

事業室の室長、高等学校及び特別支援学校の事務長並びに鳥取養護学校の学校看護師長

２ 知事の事務部局の地方機関のうち鳥取看護専門学校及び倉吉総合看護専門学校の職を占める職員に対す

るこの表の適用については、教育職給料表(１)の３級の３種の項中「70,500円」とあるのは「61,600円」

と、「55,200円」とあるのは「48,300円」と、教育職給料表(１)の３級の４種の項中「61,600円」とある

のは「52,800円」と、「48,300円」とあるのは「41,400円」とする。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号
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（手当額改定に伴う在職者の手当の調整）

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成28年鳥取県条例第52号）の施行の際現に職員

（職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例第3号）第３条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、 任

用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含

む。）である者については、改正後の管理職手当に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、

平成28年４月１日から適用する。

（管理職手当の内払）

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の管理職手当に関する規則の規定に基づいて支給さ

れた管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。
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初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月20日

鳥取県人事委員会委員長 上 田 博 久

鳥取県人事委員会規則第25号

初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

初任給調整手当の支給に関する規則（昭和37年鳥取県人事委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第６条、第７条関係）

職員の区分 １項職員
２項職員 ３項職員

期間の区分 １種 ２種 ３種 ４種 ５種

円 円 円 円 円 円 円

１年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 50,600 45,000

１年以上２年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 50,600 40,000

２年以上３年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 50,600 35,000

３年以上４年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 50,600 30,000

４年以上５年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 50,600 25,000

５年以上６年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 50,600 20,000

６年以上７年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 48,800 15,000

７年以上８年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 47,000 10,000

８年以上９年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 45,200 5,000

９年以上10年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 43,400

10年以上11年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 41,600

11年以上12年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 39,800

12年以上13年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 38,000

13年以上14年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 36,200

14年以上15年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 34,800

15年以上16年未満 413,800 368,000 308,000 250,600 184,300 33,400

16年以上17年未満 409,400 364,000 304,700 248,000 182,700 32,000

17年以上18年未満 405,000 360,000 301,400 245,400 181,100 30,600

18年以上19年未満 400,600 356,000 298,100 242,800 179,500 29,200

19年以上20年未満 396,200 352,000 294,800 240,200 177,900 27,800

20年以上21年未満 391,800 348,000 291,500 237,600 176,300 26,400

21年以上22年未満 372,400 331,100 277,700 225,600 167,100 25,800

22年以上23年未満 352,600 313,900 263,700 213,700 157,300 25,200

23年以上24年未満 333,300 297,200 250,200 201,700 148,200 24,200

24年以上25年未満 313,900 280,300 236,300 189,900 138,500 23,600

25年以上26年未満 294,400 263,400 222,600 178,100 129,300 23,000

26年以上27年未満 271,700 242,600 205,000 163,700 118,300 22,400

27年以上28年未満 249,500 222,200 187,900 149,400 107,900 21,800

28年以上29年未満 227,100 201,800 170,600 135,100 97,600 21,000

29年以上30年未満 204,300 181,000 153,000 120,800 86,600 20,700

30年以上31年未満 179,500 159,100 135,000 105,800 76,000 20,300

31年以上32年未満 154,600 137,200 116,700 91,000 64,900 19,700

32年以上33年未満 130,000 115,500 98,800 75,800 54,500 18,800
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33年以上34年未満 91,900 83,600 72,800 56,700 40,300 17,900

34年以上35年未満 56,600 53,800 48,500 38,300 27,100 17,200

備考

１ この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条各号の職員となった日以後の期間を

示す。

２ この表において「１項職員」とは第２条第１項の職を占める職員を、「２項職員」とは同条第２項の職

を占める職員をいう。

３ この表において「１種」とは第２条第１項第１号の職を占める職員を、「２種」とは同項第２号の職を

占める職員を、「３種」とは同項第３号の職を占める職員を、「４種」とは同項第４号の職を占める職員

を、「５種」とは同項第５号の職を占める職員をいう。

４ 条例第４条の２第１項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、この表に掲げる額に同項に規定す

る算出率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を初任給調

整手当の月額とする。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（手当額改定に伴う在職者の手当の調整）

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成28年鳥取県条例第52号）の施行の際現に職員（職員

の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例第３号）第３条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の

実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。）で

ある者については、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の規定

は、平成28年４月１日から適用する。

（初任給調整手当の内払）

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づ

いて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
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期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年12月20日

鳥取県人事委員会委員長 上 田 博 久

鳥取県人事委員会規則第26号

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和41年鳥取県人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

(勤勉手当に係る勤務期間) (勤勉手当に係る勤務期間)

第８条 略 第８条 略

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間 ２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

（外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣期 （外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣期

間中のこれに相当する期間を含む。）を除算する。 間中のこれに相当する期間を含む。）を除算する。

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

(９) 勤務時間条例第17条第１項第４号又は県費負

担教職員勤務時間条例第15条第１項第４号に規定

する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間

が30日を超える場合には、その勤務しなかった全

期間

(10) 育児休業法第19条第１項の規定による部分休 (９) 育児休業法第19条第１項の規定による部分休

業又は勤務時間条例第17条第１項第３号若しくは 業又は勤務時間条例第17条第１項第３号若しくは

県費負担教職員勤務時間条例第15条第１項第３号 県費負担教職員勤務時間条例第15条第１項第３号

に規定する子育て部分休暇の承認を受けて勤務し に規定する子育て部分休暇の承認を受けて１日の

なかった期間が30日を超える場合には、その勤務 勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日

しなかった全期間 を超える場合には、その勤務しなかった期間

附 則

この規則は、平成29年１月１日から施行する。

平成28年12月20日 火曜日 鳥 取 県 公 報 号外第116号


	h28go116
	Taro-K本体

